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一
人
親
世
帯
等
の
新
小
学
1
年
生
に
対

し
て
、
激
励
金
を
贈
呈
し
ま
す
。

【
対
象
】
市
内
に
居
住
す
る
①
～
③
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
新
小
学
１
年
生

①
母
子
世
帯　

②
父
子
世
帯　

③
そ
の
他
、
祖
父
母
等
が
養
育
し
て
い
る

世
帯

（
市
外
の
小
学
校
等
に
通
う
新
１
年
生
も
対

象
に
な
り
ま
す
。）

※

た
だ
し
、
生
活
保
護
世
帯
は
対
象
外
で

す
。

【
申
請
方
法
】
所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、社
会
福
祉
協
議
会（
本
所・

支
所
）
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】４
月
13
日（
水
）～
27
日（
水
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】

う
る
ま
市
社
会
福
祉
協
議
会

・
本
所

☎
９
７
３
―
５
４
５
９　

・
石
川
支
所

☎
９
６
４
―
２
４
９
４　

・
勝
連
支
所

☎
９
７
８
―
５
９
１
４　

・
与
那
城
支
所

☎
９
７
８
―
０
０
１
１

　
水
質
汚
濁
防
止
対
策
と
し
て
有
効
な
合

併
処
理
浄
化
槽
設
置
費
用
に
対
す
る
補
助

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
地
域
】

公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
以
外
の
地
域

【
対
象
数
】
８
基
（
５
人
槽
）

【
補
助
限
度
額
】
３
３
２
，
０
０
０
円



（
５
人
槽
）

【
申
込
期
限
】
５
月
31
日
（
火
）

　
手
話
を
必
要
と
す
る
聴
覚
障
が
い
者
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
を
充
実
す
る
た

め
、
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
を
開
催
し
ま

す
。

【
と
き
】
平
成
28
年
5
月
11
日
（
水
）



～
平
成
29
年
3
月
15
日
（
水
）



午
後
７
時
～
９
時
（
全
40
回
）

【
と
こ
ろ
】
う
る
み
ん
２
階
（
実
習
室
）

【
対
象
】
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、
手

話
に
興
味
が
あ
り
、
終
了
後
は
活
動
に
協

力
し
て
い
た
だ
け
る
方

【
定
員
】
20
人

【
受
講
料
】

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
実
費
負
担
）

【
申
込
期
限
】
４
月
28
日
（
木
）

【
申
込
先
】
う
る
ま
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
９
７
３
ー
５
４
５
９

障
が
い
福
祉
課

☎
９
７
３
ー
５
４
５
２

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座 

受
講
者
募
集

環
境
課

☎
９
７
３
ー
５
５
９
４

平
成
28
年
度
合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
補
助
金
に
つ
い
て

社
会
福
祉
協
議
会
☎
９
７
３
ー
５
４
５
９

一人
親
世
帯
等
新
入
学
児
童

激
励
事
業
の
申
請
に
つ
い
て

　うるま市では、地域が主役のまちづくり、協働のまちづくりに向けた市民の意識の高揚と市民参画を図ることを目的とした「う
るま市地域活動支援助成事業」を実施し、うるま市において自治会やNPO、ボランティア団体などが実施する主体的、公益
的な地域活動を支援しています。
　みなさんの地域がこんな風になったらいいなぁ～という思いを実現するための問題や課題に取り組むため、地域のみなさん
（団体）で行う事業であれば、事業内容は自由です。

助成額：上限 20 万円 （20 万円以下の事業でも申請可能です。）

要綱・要領・様式等は本庁企画課、各支所市民課窓口で配布するほか、うるま市 HP からもダウンロード可能です。

★平成 2７年度活動報告会を開催します★
開催日時：平成 2８年 4月９日（土）午後 1時３０分～4時 30分
場　　所：うるま市健康福祉センターうるみん１階
活動報告会終了後、申請書の書き方について簡単な説明会を行い
ます。

助成金に関するお問合せは
市民部市民協働課☎ 098-973-5487
ホームページは
「うるま市役所→各課の案内→市民協働課→新着情報→
地域活動支援助成事業募集のお知らせ」をご覧ください。

地域活動支援助成事業募集 4月1日（金）〜5月9日（月）

地域活動団体の要件は ･･･
① 主たる活動の場がうるま市にある団体
② ３人以上が、市内に在住する成人で構成される団体
③   会則等が整備され、会計面を含めた運営等が適正に行

われている団体
④   前年度において本助成事業の助成を受けていない団体

対象となる事業は ･･･
① 地域課題の解決を図る事業
② 地域コミュニティの活性化に資する事業
③   地域や市の特徴を生かし、その魅力を高める事業
④   その他市長が適当と認めた事業
※詳細については、要綱・要領をご確認ください

地域活動支援助成事業募集


